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４．５ 事後確認型一般競争入札 
事後確認型一般競争入札とは，入札までの手続を簡略化し，開札後，落札候補順に資格の詳

細確認を行います。そのため，開札状況登録から開札結果承認までは，通常の入札より資格

等の詳細確認を行う時間がかかります。 

事後確認型一般競争入札に参加する場合は，まず，入札案件一覧から複写承認申請を行いま

す。資格を審査後，その結果を通知して，入札参加資格を認められた業者が入札に参加でき

ます。 

（１） 業務の流れ 

 

案件検索 P.3-4 

複写承認申請 P.4-42 

審査結果確認 P.4-43 

入札書提出 P.5-2 

入札書受付票の確認 P.5-17 

落札者決定通知書の確認 P.5-20 

複写承認書印刷 P.4-43 

自動審査 

入札参加者 京都市 

案件登録 

入札受付票の発行 

開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

資格ありの場合 

設計図書等の複写 

自動審査 

資格の詳細確認 
書類確認 


